
　
　

児童館だより
～三光子育てひろば～

児童館の利用は無料ですが、中津市児童館条例施行規則

に伴い、今年度より【児童館使用申請書】の提出が必要と

なります。（3月まで児童館を利用していた方も含む）

【児童館使用申請書】は来館時にお渡しします。

また、提出された利用者の方・団体の方々には、【児童館

利用者（団体）カード】を発行しますので、児童館を利用毎

に受付にて【児童館利用者（団体）カード】の提出をお願い

いたします。

☆『ともだちひろば』のおしらせ☆


